
「在宅強化型 老人保健施設」のご案内 

皆様へ 

すこやか生野をご利用いただきありがとうございます。 

当施設は、平成 10年に開設以降、地域で「病院と自宅の橋渡しの役割」を担ってまいり

ました。平成 30年 4月の介護報酬改定で、施設区分（図１）が更に細分化され、区分要

件（図２）を満たしたことにより、当施設は令和 3年 12月より「在宅強化型」として運営し

ております。利用者様が、これからも安心して住み慣れた地域で暮らしていただけるよう、

医療・介護・看護・リハビリ・栄養・ケアマネ等の専門スタッフによるチームワークと創意工

夫で取り組んでまいります。また、在宅復帰・在宅療養支援のための地域拠点となる介護

老人保健施設を目指し、地域に求められ信頼されるよう、より一層、努力してまいります。 

 



【在宅強化型の要件】 

以下の 10項目の実績に応じたポイント合計で 60ポイント以上満たすこと。 

1. 在宅復帰 

2. ベッド回転率 

3. 入所前後訪問指導割合 

4. 退所前後訪問指導割合 

5. 居宅サービスの実施数 

6. リハ専門職の配置割合 

7. 支援相談員の配置割合 

8. 要介護 4又は 5の割合 

9. 喀痰吸引の実施割合 

10. 経管栄養の実施割合 

 

                                                    (図２) 

尚、ご不明な点や詳細についてお尋ねになりたい方は、お気軽にすこやか生野窓口ま

でお問い合わせください。 

 


